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議案第１０４号  

上尾市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

令和２年１２月１日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

上尾市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

上尾市国民健康保険税条例（昭和３０年上尾市条例第５１号）の一部を次

のように改正する。  

第２条第２項ただし書中「６１万円」を「６３万円」に改め、同条第４項

ただし書中「１６万円」を「１７万円」に改める。  

第１９条中「６１万円」を「６３万円」に、「１６万円」を「１７万円」

に改め、同条第１号中「３３万円」を「４３万円（納税義務者並びにその世

帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者（国民健康保険

法第６条第８号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資

格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同

じ。）のうち給与所得を有する者（前年中に法第７０３条の５に規定する総

所得金額に係る所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定

する給与所得について同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた

者（同条第１項に規定する給与等の収入金額が５５万円を超える者に限る。）

をいう。以下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有す

る者（前年中に法第７０３条の５に規定する総所得金額に係る所得税法第３

５条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する

公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公

的年金等の収入金額が６０万円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあ

っては当該公的年金等の収入金額が１１０万円を超える者に限る。）をいい、

給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以下この条において「給与所

得者等の数」という。）が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所

得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した額）」

に改め、同条第２号中「３３万円」を「４３万円（納税義務者並びにその世

帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得

者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の数から
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１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）」に改め 、

「（国民健康保険法第６条第８号の規定により被保険者の資格を喪失した者

であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するも

のをいう。以下同じ。）」を削り、同条第３号中「３３万円」を「４３万円

（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一

世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に

当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算

した金額）」に改める。  

第１９条の２中「総所得金額」とあるのは「総所得金額」を「総所得金額

及び山林所得金額」とあるのは「総所得金額」に改め、「第３号において同

じ。）」の次に「及び山林所得金額」を加える。  

附則第２項中「前年中に所得税法（昭和４０年法律第３３号）」を「前年

中に所得税法」に改め、「同条中「法第７０３条の５に規定する総所得金額」

の次に「及び山林所得金額」を加え、「、「法」を「「法」に、「とす

る。）」」を「とする。）及び山林所得金額」と、「１１０万円」とあるの

は「１２５万円」」に改める。  

附則第４項及び第５項中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３

第１項」を加える。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和３年１月１日から施行する。ただし、第２条第２項た

だし書及び第４項ただし書の改正規定並びに第１９条の改正規定（「６１

万円」を「６３万円」に、「１６万円」を「１７万円」に改める部分に限

る。）は、同年４月１日から施行する。  

（適用区分）  

２  この条例による改正後の上尾市国民健康保険税条例の規定は、令和３年

度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和２年度分までの国

民健康保険税については、なお従前の例による。  
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提案理由  

地方税法施行令に規定されている賦課限度額を踏まえ、本市における国

民健康保険税の賦課限度額を引き上げるほか、国民健康保険税の減額に係

る所要の規定の整備等を行いたいので、この案を提出する。  
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議案第１０５号  

上尾市介護保険条例及び上尾市後期高齢者医療に関する条例の一部を

改正する条例の制定について  

上尾市介護保険条例及び上尾市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正

する条例を次のように定める。  

令和２年１２月１日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

上尾市介護保険条例及び上尾市後期高齢者医療に関する条例の一部を

改正する条例  

（上尾市介護保険条例の一部改正）  

第１条  上尾市介護保険条例（平成１２年上尾市条例第４１号）の一部を次

のように改正する。  

附則第６条中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割

合（平均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定す

る平均貸付割合をいう。）」に改め、「（以下この条において「特例基準

割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その

年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改め、同条に

次の１項を加える。  

２  前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同

項に規定する加算した割合（延滞金特例基準割合を除く。）が年０．１

パーセント未満の割合であるときは年０．１パーセントの割合とする。  

（上尾市後期高齢者医療に関する条例の一部改正）  

第２条  上尾市後期高齢者医療に関する条例（平成１９年上尾市条例第４６

号）の一部を次のように改正する。  

附則第２項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「（延滞金の割合

の特例）」を付し、同項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金

特例基準割合（平均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を

「に規定する平均貸付割合をいう。）」に、「この項において同じ」を

「同じ」に改め、「（以下この項において「特例基準割合適用年」とい

う。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基

準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改め、附則に次の１項を加える。  
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３  前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同

項に規定する加算した割合（延滞金特例基準割合を除く。）が年０．１

パーセント未満の割合であるときは年０．１パーセントの割合とする。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和３年１月１日から施行する。  

（上尾市介護保険条例の一部改正に伴う経過措置）  

２  第１条の規定による改正後の上尾市介護保険条例附則第６条の規定は、

この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前

の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。  

（上尾市後期高齢者医療に関する条例の一部改正に伴う経過措置）  

３  第２条の規定による改正後の上尾市後期高齢者医療に関する条例附則第

２項及び第３項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞

金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前

の例による。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

地方税法の一部改正に準じて、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の

延滞金の特例に関する規定の整備を行いたいので、この案を提出する。  
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議案第１０６号  

上尾市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定

める条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

令和２年１２月１日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

上尾市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定

める条例の一部を改正する条例  

上尾市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める

条例（平成３０年上尾市条例第２３号）の一部を次のように改正する。  

第６条第２項中「主任介護支援専門員」の次に「（以下この項において

「主任介護支援専門員」という。）」を加え、同項に次のただし書を加える。  

ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない

理由がある場合については、介護支援専門員（主任介護支援専門員を除

く。）を前項に規定する管理者とすることができる。  

附則第２項中「平成３３年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に改め、

附則に次の１項を加える。  

３  令和３年４月１日以後における前項の規定の適用については、同項中「、

第６条第２項」とあるのは「令和３年３月３１日までに法第４６条第１項

の指定を受けている事業所（同日において当該事業所における第６条第１

項に規定する管理者（以下この項において「管理者」という。）が、介護

保険法施行規則第１４０条の６６第１号イ (3 )に規定する主任介護支援専門

員でないものに限る。）については、第６条第２項」と、「介護支援専門

員（介護保険法施行規則第１４０条の６６第１号イ (3)に規定する主任介護

支援専門員を除く。）を第６条第１項に規定する」とあるのは「引き続き、

同日における管理者である介護支援専門員を」とする。  

附  則  

この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正

規定及び附則に１項を加える改正規定は、公布の日から施行する。  
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提案理由  

厚生労働省令の改正に伴い、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営

に関する基準を当該厚生労働省令で定める基準と同様のものに改めたいの

で、この案を提出する。  
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議案第１０７号  

   上尾市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

令和２年１２月１日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

上尾市火災予防条例の一部を改正する条例  

上尾市火災予防条例（昭和３７年上尾市条例第６号）の一部を次のように

改正する。  

第８条の３第１項中「第４４条第１０号」を「第４４条第１１号」に改め

る。  

第１１条の２第１項中「変圧して、」の次に「電気自動車等（」を、「原

動機付自転車をいう」の次に「。第１２号において同じ。）をいう」を加え、

「５０キロワット」を「２００キロワット」に改め、同項中第１４号を第１

８号とし、第１３号を第１７号とし、同項第１２号イ後段を削り、同号に次

のように加える。  

ウ  温度の異常を自動的に検知する構造とし、異常な高温又は低温を検

知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。  

エ  制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、制御機能の異常を検

知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。  

第１１条の２第１項中第１２号を第１６号とし、第１１号を第１２号とし、

同号の次に次の３号を加える。  

 (13) コネクター（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための部分を

いう。以下この号において同じ。）について、操作に伴う不時の落下を

防止する措置を講ずること。ただし、コネクターに十分な強度を有する

ものにあっては、この限りでない。  

 (14) 充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるものにあっては、当該液

体が漏れた場合に、漏れた液体が内部基板等の機器に影響を与えない構

造とすること。また、充電用ケーブルを冷却するために用いる液体の流

量及び温度の異常を自動的に検知する構造とし、当該液体の流量又は温

度の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置

を講ずること。  
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 (15) 複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車等に同時に充電する

機能を有するものにあっては、出力の切替えに係る開閉器の異常を自動

的に検知する構造とし、当該開閉器の異常を検知した場合には、急速充

電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。  

第１１条の２第１項中第１０号を第１１号とし、第７号から第９号までを

１号ずつ繰り下げ、同項第６号中「電気を動力源とする自動車等」を「電気

自動車等」に改め、同号を同項第７号とし、同項第５号中「電気を動力源と

する自動車等」を「電気自動車等」に改め、同号を同項第６号とし、同項第

４号中「電気を動力源とする自動車等」を「電気自動車等」に改め、同号を

同項第５号とし、同項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号

を第２号とし、同項に第１号として次の１号を加える。  

(1) 急速充電設備（全出力５０キロワット以下のもの及び消防長が認める

延焼を防止するための措置が講じられているものを除く。）を屋外に設

ける場合にあっては、建築物から３メートル以上の距離を保つこと。た

だし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面する

ときは、この限りでない。  

第４４条第９号中「５０キロワツト」を「５０キロワット」に改め、同条

第１４号中「充てんする」を「充塡する」に改め、同号を同条第１５号とし、

同条中第１３号を第１４号とし、第１０号から第１２号までを１号ずつ繰り

下げ、第９号の次に次の１号を加える。  

 (10) 急速充電設備（全出力５０キロワット以下のものを除く。）  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和３年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされているこの条

例による改正後の上尾市火災予防条例第１１条の２第１項に規定する急速

充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお

従前の例による。  
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提案理由  

総務省令の改正に伴い、急速充電設備について火災予防上必要な措置の

見直しが行われたことから、所要の改正を行いたので、この案を提出する。  
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議案第１０８号  

上尾市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の制定につい

て  

上尾市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。  

令和２年１２月１日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

上尾市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例  

上尾市コミュニティセンター条例（昭和５８年上尾市条例第５号）の一部

を次のように改正する。  

別表中  「  第二集会室  １，１００  １，５００  １，５００  ４，１００  
 

」  を  

「  
第二集会室  ６００  ８００  ８００  ２，２００  

第三集会室  ５００  ７００  ７００  １，９００  
 」  

に、  

「  
第三  

第四  
 

集会室  

集会室  
 

 

 

」  

を  

 

「  

 

 

 

第四集会室  

第五集会室  
 

 

 

」  

に、  

「  
第一楽屋  ２００  ３５０   

第二楽屋  ２００  ２００   

音楽室  １，２００  １，６００  １  

視聴覚室  １，７００  ２，３００  ２  
 

３５０  ９００  

２００  ６００  

，６００  ４，４００  

，３００  ６，３００  
 

」  

を  

「  
第一楽屋  ２００  ２００  ２００  

第二楽屋  ２００  ２５０  ２５０  

音楽室  １，４００  １，９００  １，９００  

多目的室１  １，１００  １，５００  １，５００  

多目的室２  １，２００  １，６００  １，６００  
 

６００  

７００  

５，２００  

４，１００  

４，４００  
 

」  

に改め、同表和室１の項を削り、同表和室２の項中「和室２」  

を「和室」に、「２００」を「２５０」に、「３００」を「３５０」に、

「８００」を「９５０」に改め、同表中和室３の項を削り、アトリエの項の

次に次のように加える。  

 ギャラリー  １，３００  １，８００  １，８００  ４，９００  
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附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和３年１２月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例による改正後の上尾市コミュニティセンター条例別表の規定は、

この条例の施行の日以後の上尾市コミュニティセンターの施設の利用に係

る利用料金の額について適用し、同日前の上尾市コミュニティセンターの

施設の利用に係る利用料金の額については、なお従前の例による。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市コミュニティセンターの大規模改造工事に伴い、利用に供する施

設を見直し、利用料金の額を改定したいので、この案を提出する。  
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議案第１０９号  

上尾市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について  

上尾市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の一部を改正する

条例を次のように定める。  

令和２年１２月１日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

上尾市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の一部を改正

する条例  

上尾市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例（平成２８年上尾

市条例第２１号）の一部を次のように改正する。  

第２条第２号中「上尾市柏座四丁目２番３号」を「上尾市上町二丁目１４

番１９号」に改める。  

附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市コミュニティセンターの大規模改造工事に伴う利用に供する施設

の見直しに伴い、上尾市消費生活センターの位置を変更したいので、この

案を提出する。  
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議案第１１０号  

上尾・伊奈ごみ処理広域化検討会議設置条例の制定について  

上尾・伊奈ごみ処理広域化検討会議設置条例を次のように定める。  

令和２年１２月１日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

上尾・伊奈ごみ処理広域化検討会議設置条例  

（設置）  

第１条  上尾市及び伊奈町（以下「関係市町」という。）が共同で進める広

域ごみ処理施設（次条第３号において「新施設」という。）の建設に資す

るため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７第１項の

規定により、関係市町が共同設置する同法第１３８条の４第３項に規定す

る市長の附属機関として、上尾・伊奈ごみ処理広域化検討会議（以下「検

討会議」という。）を置く。  

（所掌事務）  

第２条  検討会議は、次に掲げる事項を調査審議する。  

 (1) ごみ処理広域化に係る関係市町のごみの分別に関すること。  

 (2) ごみ処理広域化に係る関係市町のごみの収集に関すること。  

 (3) 前２号に掲げるもののほか、新施設のごみ処理に関し関係市町の長が

必要と認めること。  

（委員の報酬等）  

第３条  検討会議の委員の報酬の額は、日額７，０００円を超えない範囲内

において、関係市町の長が協議して定める。  

２  検討会議の委員の費用弁償の額は、１日につき１，０００円を超えない

範囲内において、関係市町の長が協議して定める。  

（補則）  

第４条  この条例に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、

関係市町の長が協議して定める。  

附  則  

この条例は、令和３年１月１日から施行する。  
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提案理由  

上尾市及び伊奈町が共同で進める広域ごみ処理施設の建設に資するため、

地方自治法第１３８条の４第３項の規定により、附属機関として上尾・伊

奈ごみ処理広域化検討会議を設置したいので、この案を提出する。  
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議案第１１１号  

上尾・伊奈ごみ処理広域化検討会議共同設置規約に関する協議につい

て  

上尾市と伊奈町が共同して上尾・伊奈ごみ処理広域化検討会議を設置する

ことに関し、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７第１項

の規定により協議により別紙規約を定めることについて、同条第３項におい

て準用する同法第２５２条の２の２第３項本文の規定により、議会の議決を

求める。  

令和２年１２月１日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市と伊奈町が共同して上尾・伊奈ごみ処理広域化検討会議を設置す

ることに関し、地方自治法第２５２条の７第１項の規定により協議により

別紙規約を定めたいので、同条第３項において準用する同法第２５２条の

２の２第３項本文の規定により、この案を提出する。  
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別紙  

上尾・伊奈ごみ処理広域化検討会議共同設置規約  

（共同設置）  

第１条  上尾市及び伊奈町（以下「関係市町」という。）は、関係市町が共

同で進める広域ごみ処理施設（第４条において「新施設」という。）の建

設に資するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７

第１項の規定により、共同して会議を設置する。  

（名称）  

第２条  前条に規定する会議は、上尾・伊奈ごみ処理広域化検討会議（以下

「検討会議」という。）という。  

（執務場所）  

第３条  検討会議の執務場所は、埼玉県北足立郡伊奈町中央四丁目３５５番

地伊奈町役場内とする。  

（所掌事務）  

第４条  検討会議は、次に掲げる事項を調査審議する。  

 (1) ごみ処理広域化に係る関係市町のごみの分別に関すること。  

 (2) ごみ処理広域化に係る関係市町のごみの収集に関すること。  

 (3) 前２号に掲げるもののほか、新施設のごみ処理に関し関係市町の長が

必要と認めること。  

（組織）  

第５条  検討会議は、委員１２人以内で組織する。  

（委員）  

第６条  検討会議の委員は、関係市町の長が協議して定める候補者について、

伊奈町長がこれを選任する。  

２  検討会議の委員に欠員を生じたときは、伊奈町長は、７日以内にその旨

を上尾市長に通知するとともに、前項の例により当該検討会議の委員を選

任するものとする。  

 （委員の任期）  

第７条  検討会議の委員の任期は、第４条に規定する所掌事務が終了する日

までとする。  

（会長及び副会長）  
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第８条  検討会議に会長及び副会長１人を置き、委員の互選により定める。  

２  会長は、検討会議を代表し、会務を総理する。  

３  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理す

る。  

（会議）  

第９条  検討会議は、会長が招集し、その議長となる。  

２  検討会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。  

３  検討会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。  

（検討会議の事務を補助する伊奈町の職員）  

第１０条  検討会議の事務を補助する伊奈町の職員の定数は、関係市町の長

が協議して定めるものとする。  

（負担金）  

第１１条  検討会議に要する経費に関する関係市町の負担金の額は、関係市

町の長の協議により定めるものとする。  

２  上尾市は、前項の規定による負担金を、伊奈町に交付しなければならな

い。  

３  前項の負担金の交付の時期については、関係市町の長の協議により定め

るものとする。  

（特定の事務に要する経費）  

第１２条  関係市町のうち、特定の市町が専ら当該市町のために検討会議を

して特定の事務を管理し、及び執行させる場合においては、当該市町は、

前条第１項の規定による負担金とは別に、これに要する経費を当該市町の

予算に計上して支出するようにしなければならない。  

（検討会議の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程）  

第１３条  検討会議の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程

については、関係市町は、これを相互に調整するように努めなければなら

ない。  

（検討会議の委員の身分の取扱に関する条例、規則その他の規程）  

第１４条  伊奈町は、検討会議の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方

法に関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃する場合において
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は、あらかじめ上尾市と協議しなければならない。  

２  前項の規定による条例、規則その他の規程を、伊奈町が制定し、又は改

廃したときは、上尾市長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなけれ

ばならない。  

（検討会議の委員の懲戒処分等）  

第１５条  伊奈町長は、検討会議の委員の懲戒処分をするとき及びその退職

につき承認を与える場合においては、あらかじめ上尾市長と協議しなけれ

ばならない。  

（庶務）  

第１６条  検討会議の庶務は、伊奈町において行う。  

（補則）  

第１７条  この規約に定めるものを除くほか、検討会議の担任する事務に関

し必要な事項は、関係市町の長が協議して定める。  

附  則  

この規約は、令和３年１月１日から施行する。  
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議案第１１２号  

   財産の取得について  

 下記のとおり端末充電保管庫を取得することについて、議決を求める。  

  令和２年１２月１日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

                 記  

１  物 品 の 数 量  端末充電保管庫（小学校）  ３７０台  

２  取 得 の 目 的  ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けて導入する学習者

用端末を収納するため。  

３  取 得 の 方 法  条件付一般競争入札  

４  取 得 価 格  ５７，０９０，０００円  

５  契約の相手方  さいたま市北区宮原町２丁目８５番地５  

          ＮＥＣフィールディング株式会社  埼玉支店  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

端末充電保管庫を取得するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例（昭和３９年上尾市条例第７号）第３条の規定

により、この案を提出する。  
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議案第１１３号  

   財産の取得について  

 下記のとおり端末充電保管庫を取得することについて、議決を求める。  

  令和２年１２月１日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

                 記  

１  物 品 の 数 量  端末充電保管庫（中学校）  １５２台  

２  取 得 の 目 的  ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けて導入する学習者

用端末を収納するため。  

３  取 得 の 方 法  条件付一般競争入札  

４  取 得 価 格  ２２，２４２，０００円  

５  契約の相手方  さいたま市北区宮原町２丁目８５番地５  

          ＮＥＣフィールディング株式会社  埼玉支店  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

端末充電保管庫を取得するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例（昭和３９年上尾市条例第７号）第３条の規定

により、この案を提出する。  
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議案第１１４号  

   公の施設の指定管理者の指定について  

 下記のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、議決を求め

る。  

令和２年１２月１日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

                 記  

１  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

  上尾市文化センター  

２  指定管理者となる団体  

  あげお文化創造パートナーズ  

  代表団体  さいたま市北区吉野町２丁目２８２番地３  

       株式会社埼玉新聞社  

       代表取締役  関  根  正  昌  

  構成団体  さいたま市浦和区岸町７丁目１２番４号  

株式会社サイオー  

代表取締役  橋  本  一  憲  

３  指定の期間  

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市文化センターの管理に関し、指定管理者を指定したいので、地方

自治法第２４４条の２第６項の規定により、この案を提出する。  
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議案第１１５号  

   公の施設の指定管理者の指定について  

 下記のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、議決を求め

る。  

令和２年１２月１日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

                 記  

１  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

  上尾市コミュニティセンター  

２  指定管理者となる団体  

  上尾市大字菅谷１６番地  

  公益財団法人上尾市地域振興公社  

  理事長  畠  山   稔  

３  指定の期間  

  令和３年４月１日から令和５年３月３１日まで  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市コミュニティセンターの管理に関し、指定管理者を指定したいの

で、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、この案を提出する。  
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議案第１１６号  

   公の施設の指定管理者の指定について  

 下記のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、議決を求め

る。  

令和２年１２月１日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

                 記  

１  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

  イコス上尾  

２  指定管理者となる団体  

  上尾市大字菅谷１６番地  

  公益財団法人上尾市地域振興公社  

  理事長  畠  山   稔  

３  指定の期間  

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

イコス上尾の管理に関し、指定管理者を指定したいので、地方自治法第

２４４条の２第６項の規定により、この案を提出する。  
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議案第１１７号  

   公の施設の指定管理者の指定について  

 下記のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、議決を求め

る。  

令和２年１２月１日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

 記  

１  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

  上尾市立養護老人ホーム恵和園  

２  指定管理者となる団体  

  上尾市大字上野５６７番地  

  社会福祉法人彩光会  

  理事長  中  村  秀  夫  

３  指定の期間  

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市立養護老人ホーム恵和園の管理に関し、指定管理者を指定したい

ので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、この案を提出する。  
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議案第１１８号  

   公の施設の指定管理者の指定について  

 下記のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、議決を求め

る。  

令和２年１２月１日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

 記  

１  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

  上尾市老人福祉センターことぶき荘  

２  指定管理者となる団体  

  上尾市大字平塚７２４番地  

社会福祉法人上尾市社会福祉協議会  

  会長  畠  山   稔  

３  指定の期間  

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市老人福祉センターことぶき荘の管理に関し、指定管理者を指定し

たいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、この案を提出

する。  
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議案第１１９号  

   公の施設の指定管理者の指定について  

 下記のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、議決を求め

る。  

令和２年１２月１日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

 記  

１  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

  上尾市身体障害者福祉センターふれあいハウス  

２  指定管理者となる団体  

  上尾市大字平塚７２４番地  

社会福祉法人上尾市社会福祉協議会  

  会長  畠  山   稔  

３  指定の期間  

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市身体障害者福祉センターふれあいハウスの管理に関し、指定管理

者を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、こ

の案を提出する。  
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議案第１２０号  

   公の施設の指定管理者の指定について  

 下記のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、議決を求め

る。  

令和２年１２月１日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

 記  

１  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

  上尾市障害福祉サービス事業所かしの木園  

２  指定管理者となる団体  

  上尾市大字平塚７２４番地  

社会福祉法人上尾市社会福祉協議会  

  会長  畠  山   稔  

３  指定の期間  

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市障害福祉サービス事業所かしの木園の管理に関し、指定管理者を

指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、この案

を提出する。  
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議案第１２１号  

   公の施設の指定管理者の指定について  

 下記のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、議決を求め

る。  

  令和２年１２月１日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

 記  

１  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

 (1) 上尾伊奈斎場つつじ苑  

 (2) 瓦葺ふれあい広場  

２  指定管理者となる団体  

  上尾市大字菅谷１６番地  

  公益財団法人上尾市地域振興公社  

  理事長  畠  山   稔  

３  指定の期間  

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾伊奈斎場つつじ苑及び瓦葺ふれあい広場の管理に関し、指定管理者

を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、この

案を提出する。  
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議案第１２２号  

   公の施設の指定管理者の指定について  

 下記のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、議決を求め

る。  

  令和２年１２月１日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

 記  

１  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

 (1) 上尾丸山公園  

 (2) 上尾市自然学習館  

 (3) 上尾市バーベキュー場  

２  指定管理者となる団体  

  上尾市大字菅谷１６番地  

  公益財団法人上尾市地域振興公社  

  理事長  畠  山   稔  

３  指定の期間  

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾丸山公園、上尾市自然学習館及び上尾市バーベキュー場の管理に関

し、指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、この案を提出する。  
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議案第１２３号  

   公の施設の指定管理者の指定について  

 下記のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、議決を求め

る。  

  令和２年１２月１日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

 記  

１  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

  別紙のとおり  

２  指定管理者となる団体  

  上尾市大字菅谷１６番地  

  公益財団法人上尾市地域振興公社  

  理事長  畠  山   稔  

３  指定の期間  

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

都市公園（上尾丸山公園及び戸崎公園を除く。）の管理に関し、指定管

理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、

この案を提出する。  
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別紙  

番号  都  市  公  園  の  名  称  位    置  

１  上平公園  上尾市大字菅谷１６番外  

２  平塚公園  上尾市大字平塚１２１２番１外  

３  浅間台大公園  上尾市浅間台三丁目３５番  

４  鴨川中央公園  上尾市中妻五丁目３３番  

５  ゆりが丘公園  上尾市向山四丁目１５番  

６  こどもの城公園  上尾市大字今泉２７１番２外  

７  小泉氷川山公園  上尾市小泉八丁目１番  

８  鴨川緑道  上尾市井戸木四丁目外  

９  浅間台第一公園  上尾市浅間台一丁目１０番  

１０  浅間台第二公園  上尾市浅間台二丁目６番  

１１  浅間台第三公園  上尾市浅間台三丁目１３番  

１２  浅間台第四公園  上尾市浅間台四丁目１３番  

１３  中妻第一公園  上尾市中妻一丁目４番  

１４  中妻第二公園  上尾市中妻二丁目１４番  

１５  錦町中央公園  上尾市錦町７番７  

１６  錦町西公園  上尾市錦町１１番１  

１７  緑丘公園  上尾市緑丘五丁目１５番３  

１８  春日第一公園  上尾市春日一丁目４２番  

１９  春日第二公園  上尾市春日二丁目４番  

２０  春日第三公園  上尾市春日二丁目１９番  

２１  小泉中央公園  上尾市大字小泉３５番１４１  

２２  集いの公園  上尾市大字小泉６番９９  

２３  宮山公園  上尾市大字小泉３７８番２２  

２４  五番町第一公園  上尾市五番町２０番  

２５  五番町第二公園  上尾市五番町８番１  

２６  下芝公園  上尾市中分一丁目１９番１  

２７  大久保公園  上尾市中分一丁目８番１  

２８  東公園  上尾市井戸木二丁目１２番  

２９  かえで公園  上尾市中妻五丁目１３番  

３０  宮前公園  上尾市中妻三丁目１６番  
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３１  水神公園  上尾市泉台一丁目５番  

３２  梅田公園  上尾市泉台二丁目９番  

３３  井戸木公園  上尾市井戸木四丁目３５番  

３４  山王公園  上尾市井戸木一丁目１２番  

３５  新田公園  上尾市井戸木二丁目４２番  

３６  地蔵公園  上尾市井戸木三丁目１２番  

３７  おさらぎ公園  上尾市泉台三丁目８番  

３８  藤見公園  上尾市泉台三丁目１２番  

３９  かわらぶき公園  上尾市大字瓦葺２２５３番外  

４０  どんぐり山公園  上尾市小泉一丁目６番  

４１  こぶし公園  上尾市今泉一丁目３２番  

４２  和泉公園  上尾市今泉一丁目２４番  

４３  けやき公園  上尾市今泉一丁目５番１外  

４４  美原公園  上尾市錦町３６番１  

４５  むじなや公園  上尾市大字瓦葺１５２５番５外  

４６  あじさい公園  上尾市川一丁目４番  

４７  さくら公園  上尾市向山三丁目４２番  

４８  もみじ公園  上尾市向山一丁目２０番  

４９  さつき公園  上尾市向山一丁目４２番２  

５０  ならのき公園  上尾市向山二丁目４２番  

５１  原市駅前公園  上尾市原市中三丁目４番  

５２  白山公園  上尾市大字原市３９５０番１外  

５３  西宮下公園  上尾市西宮下四丁目２３７番１外  

５４  神明公園  上尾市小泉三丁目１４番  

番  ５５  栄町公園  上尾市栄町４７番４外  

５６  くるみ公園  上尾市西宮下二丁目４２９番  

５７  つかはら公園  上尾市大字平塚３０７３番  

５８  つばき公園  上尾市大字平塚３００９番  

５９  白樺公園  上尾市大字原市３２３３番１２９  

６０  原市台公園  上尾市大字原市１７９５番外  

６１  西宮下第２公園  上尾市西宮下四丁目３８０番１６  

６２  三井Ｂ地区公園  上尾市大字小敷谷９１９番４５  



- 34 - 

６３  原市１番耕地公園  上尾市大字原市３番１８  

６４  山の下公園  上尾市二ツ宮１１４１番５  

６５  新梨子公園  上尾市大字上６８６番５  

６６  緑丘一丁目公園  上尾市緑丘一丁目４５５番５４  

６７  二ツ宮前公園  上尾市二ツ宮７１３番１９  

６８  陣屋公園  上尾市大字上尾下６９９番３３  

６９  原市１９番耕地公園  上尾市大字原市３８７３番１８  

７０  稲荷八ツ山公園  上尾市大字瓦葺２１１７番４５外  

７１  西宮下第３公園  上尾市西宮下二丁目８２番４  

７２  浅間台二丁目公園  上尾市浅間台二丁目２０番３９  

７３  東団地第１公園  上尾市本町六丁目４１３番４外  

７４  東団地第２公園  上尾市本町六丁目２７３番４外  

７５  大砂公園  上尾市大字平塚２１６３番４  

７６  むじなや第１公園  上尾市大字瓦葺１４９９番４  

７７  むじなや第２公園  上尾市大字瓦葺１５３１番３外  

７８  西通公園  上尾市大字小敷谷１０６９番２  

７９  谷津公園  上尾市谷津二丁目１２３番７８  

８０  三塚公園  上尾市大字上野８３番７１  

８１  レック上尾公園  上尾市本町四丁目７７７番６  

８２  東第２公園  上尾市井戸木一丁目１７番１  

８３  二ツ宮公園  上尾市二ツ宮１０３５番２７  

８４  末広公園  上尾市大字瓦葺２１８４番２５  

８５  原市７番耕地公園  上尾市大字原市１２９２番４  

８６  クレスト公園  上尾市大字上２１３番５外  

８７  春日一丁目公園  上尾市春日一丁目６番２外  

８８  ポニー公園  上尾市大字上１０５２番３  

８９  ソロの木公園  上尾市大字上１３９８番４  

９０  二ツ宮第２公園  上尾市二ツ宮１０１０番１６  

９１  メイプル公園  上尾市大字小敷谷８５８番５０  

９２  地頭方公園  上尾市大字地頭方４２１番９  

９３  向山けやき公園  上尾市大字向山５５１番９外  

９４  平塚小砂公園  上尾市大字平塚２００４番５６外  
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９５  原市台西公園  上尾市大字原市１７９０番１０  

９６  谷津第２公園  上尾市谷津二丁目１８５番５  

９７  愛宕一丁目広場  上尾市愛宕一丁目２８６番３０  

９８  尾山公園  上尾市大字瓦葺２８３４番４  

９９  原市２１番耕地公園  上尾市大字原市４２３４番９外  

１００  本町子供広場  上尾市本町三丁目９１１番１  

１０１  町谷公園  上尾市大字上１０２番３８外  

１０２  中妻四丁目公園  上尾市中妻四丁目３番１９外  

１０３  西原公園  上尾市大字瓦葺１２４８番３２  

１０４  原市マンション公園  上尾市大字原市１２７９番２  

１０５  二ツ宮前第２公園  上尾市二ツ宮７９５番３７  

１０６  花水木公園  上尾市大字上１０３０番９外  

１０７  秩父山公園  上尾市大字瓦葺６６２番２７  

１０８  西宮下三丁目公園  上尾市西宮下三丁目２４１番６５  

１０９  緑隣館緑地  上尾市愛宕一丁目２０８番８外  

１１０  東町二丁目公園  上尾市東町二丁目１５１７番１６  

１１１  原市２番耕地公園  上尾市大字原市２６３番５０  

１１２  愛宕一丁目緑地  上尾市愛宕一丁目２９０番７外  

１１３  柏座一丁目東公園  上尾市柏座一丁目６６１番１５  

１１４  柏座一丁目西公園  上尾市柏座一丁目４４５番６９外  

１１５  大谷本郷東公園  上尾市大字大谷本郷１０４番５  

１１６  愛宕一丁目南緑地  上尾市愛宕一丁目２００番１８外  

１１７  愛宕一丁目北緑地  上尾市愛宕一丁目２１７番１９外  

１１８  原市沼南駅イチョウ公園  上尾市大字原市１８６５番３３  

１１９  みずき公園  上尾市向山一丁目４番  

１２０  こうしん山公園  上尾市上平中央三丁目４番  

１２１  なかはら公園  上尾市上平中央二丁目４番  

１２２  あぜよし公園  上尾市大字畔吉１２５０番１  

１２３  やまの下公園  上尾市上平中央一丁目３番  

１２４  町谷第一公園  上尾市大字上１７番１３  

１２５  ぼうの下公園  上尾市上平中央一丁目２５番  

１２６  原新町北公園  上尾市原新町２４番４  
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１２７  前原公園  上尾市大字瓦葺３２１５番  

１２８  沼南公園  上尾市原市北一丁目４番  

１２９  天神公園  上尾市小泉九丁目１２番  

１３０  稲荷公園  上尾市原市中一丁目４番２  

１３１  原新町南公園  上尾市原新町４番６  

１３２  原市台南公園  

 

 

上尾市大字原市２１４７番  

１３３  フィーリア公園  上尾市柏座三丁目５００番１２  

１３４  長久公園  上尾市原市北一丁目２４番１外  

１３５  べにばな公園  上尾市上平中央三丁目４２番  

１３６  ひばり山公園  上尾市小泉五丁目９番  

１３７  ちびっこパーク  上尾市壱丁目南２１番１  

１３８  フィットネスパーク  上尾市壱丁目西１６番１  

１３９  どんぐり公園  上尾市壱丁目東１７番１  

１４０  グランドゴルフパーク  上尾市壱丁目南２９番１  

１４１  ボールパーク  上尾市壱丁目西４番１  

１４２  アスレチックパーク  上尾市壱丁目東４番１  

１４３  モミノキ公園  上尾市壱丁目北４番１  
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諮問第３号  

   人権擁護委員の候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて  

 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求  

める。  

  令和２年１２月１日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

                 記  

 ○○○○○○○○○○○○  

  太  幡  和  子  

   ○○○○○○○○○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

人権擁護委員太幡和子氏の任期は、令和３年３月３１日で満了となるが、

同氏を再び人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法

第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。  
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諮問第４号  

   人権擁護委員の候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて  

 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求  

める。  

  令和２年１２月１日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

                 記  

 ○○○○○○○○○○○○  

  𠮷  澤  章  子  

   ○○○○○○○○○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

人権擁護委員𠮷澤章子氏の任期は、令和３年３月３１日で満了となるが、

同氏を再び人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法

第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。  
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諮問第５号  

   人権擁護委員の候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて  

 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求  

める。  

  令和２年１２月１日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

                 記  

 ○○○○○○○○○○○○  

  山  本  敏  雄  

   ○○○○○○○○○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

人権擁護委員小島勝氏の任期は、令和３年３月３１日で満了となるが、

後任の人権擁護委員の候補者として山本敏雄氏を推薦したいので、人権擁

護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。  



 

 

 

 

 


